
食品ロスの削減の推進に関する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等

※必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者と
事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む 

②食品関連事業者等の取組に対する支援

③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰

④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究

⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供

⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討

基本的施策（第 14 条～第 19条） 

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日 

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入
に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題
に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこ
と、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用するようにし
ていくことを明記 

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言 

前文 

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組 

食品ロスの削減の定義（第２条） 

 
食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10月）を設ける

食品ロス削減月間（第９条） 

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力

責務等（第３条～第７条） 

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の

趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

(第８条) 

内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議

（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

食品ロス削減推進会議（第 20条～第 25条） 

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）

・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

基本方針等（第 11 条～第 13条） 

＜食品ロスの問題＞ 

・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄

・持続可能な開発のための 2030 アジェンダ でも言及

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も


